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令和４年度第１２回水巻町農業委員会総会 

 

会議録（概要版） 

 

第１２回農業委員会総会 

 

１．開会日時  令和５年３月１０日（金）     １４時５７分 

 

２．閉会日時  令和５年３月１０日（金）     １５時２６分 

 

３．場  所  水巻町役場 ３階 ３０２会議室 

 

４．出席農業委員      

         木寺 敬一郎会長        木原 一博副会長 

１番 甲斐 洋子委員      ２番 森田 まゆみ委員 

４番 江藤 喜美雄委員     ５番 小田 尚德委員 

６番 小田 弘二郎委員     ７番 永沼  靖委員 

８番 木  年廣委員      ９番 入江 鎮生委員 

 

出席推進委員 

      南部  入江 弘委員      北部  佃 一俊委員 

 

５．出席事務局員 

 事務局長   藤田 恵二    課長補佐  大辻 直樹         

係  員   入江 浩二    係  員  稲田幸一郎 

 

６．欠席委員 

      ３番 嶺  才三委員 

 

７．会議日程 

   (1) 開 会 

   (2) 会長挨拶 

  (3) 議事録署名委員２名  

４番 江藤 喜美雄委員    ５番 小田 尚德委員 
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(4) 農地法第５条申請について 

 

(5) その他事項  

ア. 現況証明願いについて                

イ. 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正について 

ウ. 令和 5 年度最適化活動の目標について 

エ. 農業委員会だより編集会議について 

オ.  4月の農地パトロールについて 

カ. 今後の日程について 

キ. 水田農業推進協議会について 

ク. 水巻町農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況について 

 

(6) 閉会  
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第 12回水巻町農業委員会総会 

令和 5年 3月 10日  

（14時 57分開会） 

木寺会長 ；(挨拶) 

本日は嶺委員から欠席の届け出があっております。 

出席 12 名、定足数に達していますので、ただいまから、令和４年度第 12 回

農業委員会総会を開催いたします。 

議題（１）、会議録署名委員の指名について、を議題といたします。本総会の

会議録署名委員に、4番 江藤委員、5番 小田尚德委員を指名します。 

議題（２）-① 農地法第 5条申請についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局  ；     ≪農地法第 5条-①申請について説明≫ 

木寺会長 ；それでは地元の農業委員であります江藤委員に説明をお願いします。 

江藤委員 ；今、事務局のほうから説明があった通りなんですけれど、本件については西

側の町道のほうにすべて出入口排水関係がありますので、別段農業委員会と

しては指摘することはないと思います。加えて、事務局のほうから説明があ

りましたけれども、周辺については農地もありません。ただ 1 点だけ、東側

にメイン水路が通っておりますが、メイン水路に補強を要するところが 1 カ

所ありますので、その分については、町のほうにお願いしているところです。

以上でございます。        

木寺会長 ；ただいまから質疑を行います。ご意見がある場合は、挙手をお願いします。 

無いようなので、質疑を終わります。 

採決にあたりまして、佃最適化推進委員につきましては、本件の利害関係者

ではありますが、採決には加わりませんので、退席は求めません。 

それでは、採決を行います。 

議題（２）の①農地法第 5 条申請について、議案に賛成の方は、挙手をお願

いします。 

一同   ；（挙手） 

木寺会長 ；賛成全員と認めます。 

よって議題議題（２）の①農地法第 5 条申請については、許可相当として福

岡県へ進達することに決しました。 

次に行きます。 

議題（２）-②農地法第 5条申請についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局  ；       ≪農地法第 5条-②申請について説明≫ 

木寺会長 ；それでは地元の農業委員であります木原副会長に説明をお願いします。 
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木原副会長；それでは 9 ページの写真で説明したいと思います。写真の左下、車が止まっ

ているほうなんですが、そこが申請された土地で駐車場になります。ここを

全面に平らに舗装して、駐車場にするという事です。それで雨水排水は、左

のほうに石積のブロックと少し隙間が見えますよね、そこを雨水排水にする

らしいです。周りを見てもらうと、田んぼも何も関係ないので、以上の説明

で終わらせていただきます。 

木寺会長 ；ただいまから質疑を行います。ご意見がある場合は、挙手をお願いします。 

無いようなので質疑を終わります。 

それでは、採決を行います。 

議題（２）の②農地法第 5 条申請について、議案に賛成の方は、挙手をお願

いします。 

一同   ；（挙手） 

木寺会長 ；賛成全員と認めます。 

よって議題議題（２）の②農地法第 5 条申請については、許可相当として福

岡県へ進達することに決しました。 

      次に行きます。 

その他を議題といたします。 

はじめに、現況証明願いについて事務局の説明を求めます。 

事務局  ；       ≪現況証明願いについて説明≫ 

木寺会長 ；この件について、ご意見がある場合は挙手をお願いします。 

     次に行きます。 

農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正について、本件については

前回の総会時に説明は終わっております。この件について、ご意見がある場

合は挙手をお願いします。 

ないようなので、それでは、農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改

正については、原案どおりとすることにご異議はありませんか。 

一同   ；異議なし 

木寺会長 ；ご異議はないようですので、原案どおりに改正することといたします。 

次に行きます。 

令和 5 年度最適化活動の目標について、本件については前回の総会時に説明

は終わっております。本目標を定めるにあたり、最適化推進委員の意見を求

めることとなっておりますので、初めに最適化推進委員のお二方にお尋ねし

ます。 

令和 5年度の目標について、なにかご意見はございますか。 

入江弘委員；ありません。 

佃委員  ；ないです。 
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木寺会長 ；それでは、他に、この件について、ご意見がある方は挙手をお願いします。 

      ないようなので、それでは、令和 5 年度最適化活動の目標については、原案

どおりとすることにご異議はありませんか。 

     ご異議はないようですので、原案どおりに決定いたします。 

次に行きます。 

農業委員会だより編集会議について、事務局の説明を求めます。 

事務局  ；     ≪農業委員会だより編集会議について説明≫ 

木寺会長 ；この件について、ご意見がある場合は挙手をお願いします。 

      次に行きます 

議題にはありませんが、追加の案件として 4 月の農地パトロールについて、

事務局の説明を求めます。 

事務局  ；     ≪農地パトロールについて説明≫ 

木寺会長 ；この件について、ご意見がある場合は挙手をお願いします。 

      よろしいでしょうか。それでは、4月の農地パトロールについては、 

4月 26日に実施したいと思いますのでみなさんご準備をお願いいたします。 

それでは、続けて今後の日程について事務局の説明を求めます。 

事務局  ；今月の農地転用の締切日は 3月 24日金曜日です。次回の農業委員会の総会の

日程は、4月 10日月曜日、10時からを予定しております。 

木寺会長 ；この件について、ご意見がある場合は挙手をお願いします。 

     それでは、全体を通して、何かご意見がありましたら、挙手をお願いします。 

     小田委員。 

小田(尚)委員；あの、農業委員会の事でなくてもいいですか。 

      農業の事です。 

木寺会長 ；どうぞ。 

小田(尚)委員；水田協の会議が、書面開催でした。事前に会議をやらなくて書面になりま

すよと相談があったのですか。 

木寺会長 ；事務局いいですか。水田協について。 

事務局  ；こちら非常に申し訳ないんですけれど、今回準備不足で、説明ないまま書面

開催をさせていただくことになりました。こちらのほう段取りが非常に悪か

ったなと思っております。 

小田(尚)委員；書類をもらって、今全体的にコロナが落ち着いてきていると言っていいの

ではないでしょうか。いろんな規制が外れてきているんです。そういう中で、

水田協の位置付けなんですけれど、重要ではないかなと思うんです。それが

頂いた書類では、コロナは落ち着いた傾向にあるものの、いまだ完全終息に

至っておりません。だから書面であるんですよという風に読み取れるんです。

完全終息することがありうると思っているのでしょうか。完全終息しなけれ
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ばやらないんでしょうかと読み取れる。せっかく生産組合長とか、農業委員、

ほかの機関の方も集まって話をする。水巻の農業について入ってくる補助金

を、どう分けるか、決定するんですよ。意見も出ないかもしれないけれど、

やはり集まって皆さんの意見を聞くようにした方がいいんじゃないかと思い

ます。こういう状況になってきているんですから、農業委員会はこういう形

で開いている訳じゃないですか。いろんな対策は取れると思うんですけれど

ね。集まる人数だって、大体これ位であれば、水田協会議を開くように努力

するべきだと思います。以上。 

木寺会長 ；事務局。 

事務局  ；本年度の水田協に関しては本当に申し訳ないと思っております。来年度は開

催するように努力したいと思います。 

小田(尚)委員；コロナが流行ってどうしょうもない時はいいんですよ。全体的に規制がは

ずれてきている、そういう時にやらなくていいというのが私は理解できない。 

      年に 2回しかないんです。 

木寺会長 ；他に何かあれば挙手をお願いします。事務局。 

事務局  ；    ≪自殺対策強化月間について≫ 

木寺会長 ；皆さんよろしくお願いします。 

      ほかに何かありますでしょうか。事務局。 

事務局  ；≪水巻町農業委員、農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況について≫ 

木寺会長 ；この件についてご意見等ありましたらお願いします。 

ないようなので、以上で本日の日程は、全て終了いたしました。 

      これをもちまして、令和 4年度第 12回農業委員会総会を閉会いたします。 

      皆さんお疲れさまでした。  

  （15時 26分 閉会） 

 

会議録署名人 

 

4 番 

  

5 番 

 

 


